
（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

店頭啓発活動

環境にやさしい買い
物スタイル協力店舗
数

1,334

店

回／年 回/年

0 0 39

店 店

(g/人・日)

回/年

404以下
669g（R2実績）

ｇ ｇ g g (g/人・日)

1人1日当たりの家庭
系ごみの排出量（ｇ/
人・日）

647 640 612

1,329

店

1,258 1,298

回/年

32

1人1日当たりごみ排
出量（ｇ/人・日）

990g（R2実績）

R7

ｇ ｇ g g 

968 966 933 805以下

従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・環境にやさしい買い物スタイル：引き続きマイバッグの普及啓発に加えて、プラスチッ

ク資源の循環促進や食品ロスの削減に向けた取組を行う。さらに、消費者のリサイクル
への意識を高めるため、小売事業者の店舗で行われている容器等の店頭回収の取組
を引き続き応援することとし、取組への協力が得られた店舗は、群馬県環境情報サイト
ECOぐんまで実施店舗名や回収品目等の紹介を行う。
・「５Ｒの推進」のサイトの充実：生ごみの減量・食品ロスの削減等について内容を更に
充実させ、県民等に必要な情報を発信していく。
・「ぐんま５Ｒ宣言」の実施呼びかけ：様々なイベントや、HP等により宣言者を募集し、５R
の取組を幅広く呼びかける。
・環境フォーラムの開催：様々な環境問題の解決を促進させるため群馬県環境アドバイ
ザーによる活動事例発表や意見交換等を「環境フォーラム」として実施することで意識
啓発や連携の強化・活性化を図る。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

目標なし

－

目標なし

－

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 1

所属名 環境政策課、廃棄物・リサイクル課

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋
Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進

５Ｒの普及啓発、県
民運動等の推進

環境にやさしい買い物スタイルの普及促進

76～77
県民への啓発活動（ぐんま３Ｒ宣言等）の推進
ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会の事業
食品ロスの削減を図るため啓発チラシ等を作製し、小売事業者の店頭において配布す
るとともに、県及び市町村等関係機関で配架した。

・環境情報サイトＥＣＯぐんま内の「５Ｒの推進」での情報発信

・「ぐんま５Ｒ宣言」の参加募集
平成２５年３月から県環境情報サイトＥＣＯぐんま内に「ぐんま３Ｒ宣言」のサイトを開設。
令和６年度から「ぐんま５Ｒ宣言」に刷新し、県民の５Ｒの取組を支援している。

・環境フォーラムの開催
群馬県環境アドバイザーとともに企画・運営して環境フォーラムを開催した。群馬県環境
アドバイザー各々がプレゼンテーション形式やポスター掲示形式により環境活動の事例
を発表するとともに、循環型社会に関する落語講演を行い、活発に意見交換するなど交
流を図った。

状況の変化等により必要性
が増大している



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果
B ほぼ予定通りの効果

○ C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

13.9

％

13.8

ｇ ｇ

14.3％(R2実績)

1人1日当たりごみ排
出量（ｇ/人・日）

990g（R2実績）

1人1日当たりの家庭
系ごみの排出量（ｇ/
人・日）

669g（R2実績）

一般廃棄物の再生
利用率

14.5

％

ｇ ｇ

968 966 933

R7

％ ％

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資源ごみについて、県民が利用し
やすい回収方法（宅配回収など）、回収ルートの開拓、新たな回収拠点の整備
及び既存の回収品目の拡大について、市町村に対し助言を行った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・市町村によって取組に差が大きいことから、先進的な事例等の情報提供を引

き続き行い、各種施策導入に向けた支援を継続して行う。

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資源ごみについて、県民が利用し
やすい回収方法、回収ルートの開拓等について、市町村に対し助言を行う。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋
Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進

廃棄物の発生抑制、
資源循環の推進に
向けた市町村との連
携

廃棄物の発生抑制等に関する施策の導入に向けた市町村への支援

77～78
市町村が実施している事業との連携
各種リサイクル法に定める全ての品目の分別回収の促進

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 2

所属名 廃棄物・リサイクル課

ｇ ｇ ｇ ｇ

647 640 612

27以上

805以下

(g/人・日)

404以下

(g/人・日)



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果
B ほぼ予定通りの効果

○ C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

966

ｇ

933

ｇ ｇ

990g（R2実績）

1人1日当たりの家庭
系ごみの排出量（ｇ/
人・日）

669g（R2実績）

1人1日当たりごみ排
出量（ｇ/人・日）

968

ｇ

ｇ ｇ

647 640 612

R7

ｇ ｇ

・食材の使いきり、料理の食べきり、生ごみを捨てる際の水きりをしっかり行う
「３きり運動」の普及啓発により、生ごみの減量を推進した。 状況の変化等により必要性

が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・引き続き「３きり運動」の普及啓発により、生ごみの減量を推進していく。

・市町村によって取組に差が大きいことから、先進的な事例等の情報提供を引
き続き行い、各種施策導入に向けた支援を継続して行う。

・交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備を支援する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋
Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進

生ごみ、紙・布類の
ごみ等の減量・リサ
イクル

生ごみの減量の推進

78～79
生ごみのリサイクルの推進
紙・布類のリサイクル等の推進
剪定枝等の乾燥等による減量の推進

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 3

所属名 廃棄物・リサイクル課

805以下

(g/人・日)

404以下

(g/人・日)



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

-

729,646

件

563,795 565,067

% %

R5.4から掲載ページの大部
分を県HPに移行

紙類(コピー用紙）の
グリーン購入実績

会計システムの集計機能の
廃止及びグリーン購入の浸
透に伴い集計を廃止

事務用品類の
グリーン購入実績

会計システムの集計機能の
廃止及びグリーン購入の浸
透に伴い集計を廃止

群馬県産業廃棄物
情報PV数

625,716

件

% %

99.6 99.9 -

R7

件 件

・廃棄物等の有効活用を図る優良事業者の取組事例をホームページ等に掲
載して周知した。

・県ホームページ内の「群馬県産業廃棄物情報」等で廃棄物処理に関する情
報を周知し、排出事業者等に対して廃棄物適正処理に関する知識向上を図っ
た。

・資源を有効に活用し循環を基調とした社会を構築するために、環境への負荷
が少ないものを意識して購入する、「グリーン購入」を推進し、需要面から環境
物品等の市場拡大を促進した。また、グリーン購入品目別購入ガイドラインを
制定（改定）し、各部局におけるグリーン購入を促すとともに、県ホームページ
で県民に向けて周知を図った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・先進的な取組を行っている事業者について、情報収集を行うとともに、効果

的な周知方法等の検討を行う。

・循環型社会の構築に向けて、排出事業者に対する指導監督や情報提供を継
続、充実させるとともに、廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成を通
じ、適正処理が可能な体制確立を目指す。

　廃棄物の再生利用に関し、排出事業者と処理業者（再生業者）の情報をマッ
チングさせ、廃棄物の有効利用を促進する。

・引き続きグリーン購入について職員への周知に努める。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋
Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進

リサイクル関連産業
の振興

廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成

80
再生利用施設の設置促進
グリーン購入等、再商品化された品目の積極的な利用促進と市場の拡大の支援

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 4

所属名 グリーンイノベーション推進課、廃棄物・リサイクル課

% % % %

78.2 82.1 - -

750,000

件

100

%

100

%

外注印刷物の
グリーン購入実績

16.2 14.9 - - 100 会計システムの集計機能の
廃止及びグリーン購入の浸
透に伴い集計を廃止% % % % %



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
○ ↗

→

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

プラスチック資源循環促進法
に基づくプラスチック使用製
品廃棄物の一括回収実施市
町村数 市町村

30
法に基づく一括回収
は、Ｒ５から可能に
なった。市町村 市町村 市町村 市町村

－ - 3 11

市町村 市町村 市町村 市町村

35

市町村

プラスチック製容器包装廃棄
物（ペットボトルを除く）の分
別収集の実施市町村数

22 22 22 26

R4 R5 R6 R7

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・河川水中のマイクロプラスチック調査を実施する。

・河川敷の散乱ごみ調査を実施する。
・流域連携によるマイクロプラスチック調査体験ツアーを開催する。
・県主催のイベント等でリユース食器の活用を積極的に推進し、普及啓発を図る。
・マイバッグやマイボトルの普及促進により、使い捨てプラスチックの削減を図る。
・プラスチック代替製品を紹介し、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックやバイオプ
ラスチックの利用の促進を図る。
・プラスチックごみの削減に積極的に取り組む県内事業者について、取組の状況把握と拡大支援
を行っていく。
・生分解性マルチフィルムの活用を増加させるための方策を検討する。
・容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法に基づくプラスチックの一括回収に取り
組む市町村数及び資源回収量を増加させるため、市町村に対し必要な助言・情報提供等を行う
とともに、分別収集等の課題を調査し、今後の市町村に対する支援方法等の検討を進める。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

プラスチックごみ一括回収の促進

再生プラスチック・代替プラスチックへの転換促進

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・県内の河川水中のマイクロプラスチック調査を実施した。
　　マイクロプラスチック調査　   　：３地点　年2回
・流域連携によるマイクロプラスチック調査体験ツアーを開催した。
・R５年度に創設した「ぐんまプラごみ削減店登録制度」の登録を事業者に働きかけ、登
録店が増加した。
・県主催の５つのイベントでリユース食器を導入した。
・県内事業者及び県立大泉高校との連携により、「ヨシストローで脱プラカフェ」と題し
て、プラスチック代替製品の「ヨシストロー」を広く紹介するイベントを開催した。
・「ぐんま環境フェスティバル」に出展し、県内で製造等されたプラスチック代替製品を紹
介した。
・生分解性マルチフィルムを使用した実証ほ場の視察による情報収集を行った。
・市町村が回収品目の拡大を検討するため、必要な情報提供を行ったほか、小売事業
者がプラスチックの店頭回収の取組を新たに開始するに当たり、小売事業者と市町村と
の調整を図った。
・市町村に対して新たな保管施設の整備や受入可能な民間保管施設等、プラスチック
の資源回収に係る助言・情報提供等を行った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋
Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進

プラスチックごみの
削減

流域で連携したプラスチックごみ対策の推進 革新的な技術・ビジネスモデルの導入促進

80～83
マイクロプラスチック対策の推進 プラスチック代替素材の開発支援

ワンウェイプラスチックの削減促進 市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充

グリーン購入・リユース食器の活用の推進

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 5

所属名
環境保全課、廃棄物・リサイクル課

林業振興課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 6

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・一般廃棄物の適正処理と循環型社会形成を推進するため、市町村が実施す
る廃棄物処理に対する指導及び助言を行った。
　一般廃棄物処理施設への立入調査数　57件

・一般廃棄物の広域的処理を推進するため、市町村が広域化を協議するため
の組織（ブロック協議会）の設立等の調整を行った。
○前橋ブロック、伊勢崎ブロック、桐生みどりブロック
前橋・桐生・伊勢崎・みどり・玉村一般廃棄物処理広域化協議会出席(R6.4.22、
R6.6.27、R6.8.22、R7.3.26)

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

廃棄物等の適正処
理の推進

一般廃棄物の適正
処理の推進と処理施
設の広域化

市町村担当者への研修及び情報交換による適正処理の推進

84～85
施設の適正な維持管理の確保のための指導監督
交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備への支援
群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン実現に向けた市町村等への支援

各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・市町村が廃棄物の多様化に伴う最適な処理方法の変化に対応すべく常に新

しい情報収集ができるよう、研修や情報交換を実施する。
・一般廃棄物処理施設の立入検査を計画的に行い、施設の維持管理基準の
遵守状況を確認し、必要な指示を行う。
・市町村等の状況に応じて、効果的に循環型社会形成推進交付金等が活用さ
れるよう、施設整備計画の策定段階から、処理施設の計画的な改良又は更新
に向けた指導・助言を行う。
・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」に基づき、市町村等において
一般廃棄物処理の広域化が促進するよう、広域化に向けたノウハウの提供な
ど各種支援を行う。
・令和８年度末で「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」の計画期間
が終了するため、新たな長期広域化・集約化計画を策定する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

ブロック協議会等を
設立し広域化を進め
ているブロック数

3 3 6 6

R4 R5 R6 R7

群馬県一般廃棄物処理広域
化マスタープランの9ブロック
のうち3ブロックが広域化済ブロック ブロック ブロック ブロック

6

ブロック



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

者者 者 者 者

400優良認定処理業者
件数

351 376 417 423

産業廃棄物処理業
者等立入件数

件

300
検査対象の申請少

件／年 件／年 件／年 件／年

305 266 237 255

（Ｒ５）相談員の欠員
件／年 件／年 件／年 件／年

400

件

産業廃棄物相談員
立入件数

414 391 267 398

R4 R5 R6 R7

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・（多量）排出事業者及び産業廃棄物処理業者への立入検査継続

・群馬県産業廃棄物情報HP及びメール配信による情報提供の充実化
・廃プラスチック類のリサイクル処理に関するマッチングシステムの運用、拡充
・優良認定処理業者制度の周知、認定業者の育成
・産業廃棄物処理業者の感染症拡大時の業務継続体制構築に関する周知、
指導継続

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・産業廃棄物相談員による排出事業者への立入検査
・産業廃棄物相談員及び廃棄物・リサイクル課担当職員合同での多量排出事
業者への立入検査
・産業廃棄物処理業者への立入検査（全処分業者への抜き打ち検査及び抽出
処分業者への詳細検査）
・群馬県HP内「産業廃棄物情報」等及びメール配信による情報提供
・廃プラスチック類のリサイクル処理に関するマッチングシステムの運用
・優良認定処理業者制度の周知・運用
・新型コロナウイルス関連通知等の情報提供

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

廃棄物等の適正処
理の推進

産業廃棄物の適正
処理の推進と処理施
設の確保

排出事業者・廃棄物処理業者への監視・指導の強化

85～87
事前協議制度の見直し等による処理施設の設置促進
排出事業者と再生事業者等のマッチングの推進
優良処理業者の育成
各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 7

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

件

R5.4から掲載ページの大部
分を県HPに移行

件 件 件 件

750,000群馬県産業廃棄物
情報PV数

625,716 729,646 563,795 565,067

ＰＣＢ適正処理推進
員立入調査数（低濃
度） －

R5からR8までに3,900者
を対象に調査を行う。

低濃度ＰＣＢ廃棄物
の処分期間はR8年
度末まで件 件 件 件

－ － 693 604

R7までにJESCO事
業終了

件 件 件 件

R4までに立入調
査を完了する。

－

ＰＣＢ適正処理推進
員立入調査数（高濃
度）

1,155 1,198 － －

R4 R5 R6 R7

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・低濃度PCB廃棄物等の掘り起こし調査として、低圧コンデンサーを所有する

可能性が高い事業者を対象に、PCB適正処理推進員による訪問調査を実施す
る。
・新規発見された高濃度PCB廃棄物等について、JESCOでの処理体制が確保
されている間に処分を完了させる。
・低濃度PCB廃棄物等について、処分期間内の適正処理を指導する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
〇低濃度ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査
・令和４年度までの調査で、高濃度PCB廃棄物等の掘り起こし調査は終了した
ため、令和５年度から、全体像が把握できていない低圧コンデンサーを所有す
る可能性が高い事業者を対象に、PCB適正処理推進員による立入調査を実施
した。

〇届出及び処分期間内処理に向けた指導
・保管事業者等への届出指導、処分期間内の適正処理に必要な指導等を行っ
た。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

廃棄物等の適正処
理の推進

有害物質を含む廃棄
物の確実な処理の
推進

ＰＣＢ廃棄物の処理の推進

87
水銀廃棄物の処理の推進

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 8

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
○ ↗

→

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

R3→R4で大きく解決率が上
昇した要因：迅速な初期対応
及び重点的な指導の結果に
よる％/年 ％/年 ％/年 ％/年

70

％/年

不法投棄早期解決
率

66 100 100 92

R4 R5 R6 R7

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）　不法投棄事案の新規認知件数は、ここ数年は減少傾向が見られるが、依然

として後を絶たない状況が続いている。過去の事例に見られるように、原状回
復には多額の公費を要するため、引き続き、警察、市町村等関係機関と連携し
て、未然防止・早期発見・早期解決に取り組む。
　特に新規事案には、迅速な初期対応を徹底し、行為者等を特定して重点的な
指導を行う。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
①未然防止、早期発見、早期解決に向けた不適正処理対策の強化
　・産廃１１０番による情報入手：32件
　・産廃Ｇメンによる巡視：延べ1440人日、6,019箇所
　・民間警備会社委託の休日等事案監視：140日、延べ949箇所
②様々な媒体・取組を活用した不適正処理防止啓発活動の強化
　・ぐんま広報１回、エフエム群馬１回
③警察・市町村等関係機関との連携強化
　・市町村職員の県職員併任発令：109人（令和6年度末）
　・廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定書締結機関：12機関・団体
④県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール
  ・実施回数：19回
⑤ドローン運用状況
　・使用回数：29回（内訳：廃棄物2回、土砂26回、その他1回）

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

廃棄物等の適正処
理の推進

不適正処理対策の
強化

未然防止・早期発見・早期解決に向けた不適正処理対策の強化

88～89
様々な媒体・取組を活用した不適正処理防止啓発活動の強化

警察・市町村等関係機関との連携
県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール
ドローンの活用

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 9

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

横ばい傾向
市町村 市町村 市町村 市町村

33

市町村

市町村土砂条例制
定数

29 29 29 29

R4 R5 R6 R7

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）　令和７年５月から盛土規制法が適用開始されるのに合わせ、重複規制を回

避するため、県土砂条例について災害発生防止に係る許可制度を廃止し、土
砂の搬入計画の事前届出制度へ改正した。引き続き、生活環境保全に係る規
制を継続する。
　　また、県条例の規制が及ばない埋立て事案に対応するため、地域の実情に
応じた市町村条例の制定促進に取り組む。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
①県土砂条例の施行及び運用状況
　令和5年度末までの許可申請等（H25.10.1条例施行～R7.3.31）
　　　許可申請：90件（許可：80件、審査中：3件、取り下げ7件）
    　変更許可申請：33件（許可：32件）
②市町村土砂条例の制定状況（R7.3.31現在）
　制定済み：29市町村（令和５年度末と同）

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

廃棄物等の適正処
理の推進

土砂埋立ての適正
化推進

県土砂条例に基づく厳正な許可審査及び立入検査等による指導の強化

89
市町村土砂条例の制定支援による隙間のない制度の構築

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 10

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
○ ↗

→

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

R5 R6 R7 目標年次（R12)R8 R9

1,000

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 11

所属名 環境政策課、廃棄物・リサイクル課、
健康長寿社会づくり推進課

状況の変化等により必要性
が増大している

食品ロス削減の推進 MOTTAINAI運動の
推進

90～92
食品ロスダイアリーの推進 てまえどりの推進
ぐんまちゃんの３０・１０運動の推進 商慣習の見直しの促進
食育の推進 革新的技術の普及促進
食べきり協力店の推進

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・「食べきり協力店」の名称を「ぐんま食品ロス削減推進店」に刷新し、登録店舗
の拡充を図った。
・３きり運動や３０･１０運動の実践等を、広報媒体を活用して県民へよびかけ
た。
・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会の事業
食品ロスの削減を図るため啓発チラシ等を作製し、市役所前及び小売事業者
の店頭において配布するとともに、県及び市町村等関係機関で配架した。
・「健康フェスタ2024～親子でいっしょに学ぶ和食の魅力～」（令和6年8月1日イ
オンモール高崎）を開催し、ぐんま食育応援企業と連携したブース出展やス
テージイベント、食育動画の放映等により、改めて食を通して、健康なからだづ
くりと、生産者及び食材そのものへの感謝の気持ちや和食文化への関心を高
め、豊かな食生活づくりへの実践につなげる機会とした。
・食育の優れた活動を行っている個人または団体等を表彰する「食育推進活動
優良表彰」を実施し、５者を表彰した。
・楽しく食育について学べる「ぐんまちゃんと学ぶ 食育カルタ」を販売した。
・食育の関係者が情報交換と連携を行う場である「食育推進会議」を開催し、各
団体等の取組状況の共有や意見交換等を行った。

取組の柱 施策の項目 施策展開

従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している

店舗 店舗

目的を達成し、必要性は薄
れている

・「ぐんま食品ロス削減推進店」登録店舗の拡充、「３きり運動」や「３０・１０運
動」の実践について、市町村や環境アドバイザー、関係機関・団体等と幅広く連
携し、各地域や事業者への浸透と取組の実践を図る。
・食育イベントの開催
・食育推進活動優良表彰の実施
・食育カルタの販売、食育デジタル教材の普及・啓発
・食育推進会議の開催

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12

計画該当ページ
ぐんまちゃんの３きり運動等の推進 外食時の食べ残し持ち帰りの推進

（２）今後の展開方向（令和７年度～）

548 586

店舗店舗

589 817食べきり協力店
店舗数

全体として目標に向か って
いる（改善傾向）

店舗

R4



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 12

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・県内のフードバンク活動団体の活動実態を調査し、県ホームページで公表し
た。
・県庁と地域機関合計10カ所や食品ロス削減全国大会（R6.10）、ぐんま環境
フェスティバル（県庁1階県民ホール）(R6.11)においてフードドライブを実施し、
県内フードバンク団体に食品寄贈した。
・Web上で食品提供者と食品受取者が未利用食品の情報を一元的に共有でき
る「群馬県未利用食品マッチングシステム」を運用した。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

食品ロス削減の推進 フードバンク活動等
の支援

フードバンク活動の推進

92～93
フードバンクの新設支援
フードドライブの推進
官民共創の推進

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・フードバンク活動団体の活動実態調査

・フードバンク意見交換会の実施
・フードドライブの実施
・未利用食品マッチングシステムの運用

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

フードバンクの人口カ
バー率

92.7 92.8 92.8 94.2

R4 R5 R6 R7

％ ％ ％ ％

100.0

％



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 13-1

所属名 グリーンイノベーション推進課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・県庁各部局で構成される「群馬県バイオマス利活用推進連絡会議」と
協力・連携し、引き続き、バイオマスの種類ごとの賦存量及び利用量の
進捗状況調査を実施するなど、持続可能な脱炭素社会の実現に向けた
取組を総合的かつ計画的に推進した。

・本県に豊富に存在するバイオマスを有効活用した地域循環型システム
の構築に向けて、国（農林水産省）の「みどりの食料システム戦略推進
交付金」を活用し、地域内のバイオマス（事業系生ごみ）を活用したメタ
ン発酵による発電施設の新設整備に向けた取組を支援した。

状況の変化等により必要
性が増大している
従前どおりの必要性が求
められている
状況の変化等により必要
性は後退している
目的を達成し、必要性は
薄れている

バイオマスの活用
の推進

－ バイオマス活用推進計画の推進（バイオマス全体）

94～96

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か っ
ている（改善傾向）・県庁各部局で構成される「群馬県バイオマス利活用推進連絡会議」と

協力・連携し、引き続き、バイオマスの種類ごとの賦存量及び利用量の
進捗状況調査を実施するなど、持続可能な脱炭素社会の実現に向けた
取組を総合的かつ計画的に推進する。

・本県に豊富に存在するバイオマスを有効活用した地域循環型システム
の構築に向けて、国（農林水産省）の「みどりの食料システム戦略推進
交付金」及び「みどりの食料システム戦略緊急対策交付金」を活用し、地
域内のバイオマス（事業系生ごみ）を活用したメタン発酵による発電施設
の本格稼働に向けた取組を引き続き支援する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪
化傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

バイオマス利用率
78 77 77

R4 R5 R6 R7

% % % %

80

%

77



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 13-2

所属名 林業振興課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

バイオマスの活用の
推進

－ 木質バイオマスの利用促進（木質資源Ⅰ（林地残材、製材残材））

94～96

①バイオマス燃料供給体制の整備
　・木質バイオマスの生産・集荷・加工施設の整備に対し支援し、
    効率的な供給体制の構築に取り組んでいる。
＜R6整備＞
　・木質バイオマス供給施設整備（みどり市）
② バイオマス発電利用の取組
　・固定価格買取制度を活用した木質バイオマス発電で、林地残材の
　　有効活用に取り組んでいる。
　・稼働中の発電所（未利用材利用）　9施設
③ 地域の低炭素・循環型社会の取組（前橋市、みどり市、上野村、神流町、中
之条町、川場村）
　・地域に賦存する未利用の森林資源をチップやペレットに加工し、
　　発電のほか、地域施設のボイラーやストーブにエネルギー利用する資源
　　循環型の地域振興に取り組んでいる。

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）① バイオマス燃料供給体制の整備

  ・木質バイオマスの生産・集荷・加工施設の整備に対し支援し、
　　安定かつ効率的な供給体制を構築する。
②地域の低炭素・循環型社会の取組
  ・地域における木質バイオマスエネルギー利用の取り組みに対し
　　支援し、地域資源循環型の地域振興を推進する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

燃料用チップ・
ペレット生産量

159 173 165

R4 R5 R6 R7

製紙用チップ、椎茸
用原木、キノコ用オ
ガ等の減少

千ｍ³千ｍ³千ｍ³

163千

ｍ³千ｍ³

164

ｍ³

50千

千ｍ³千ｍ³千ｍ³

42 42 65製紙用チップ・
その他生産量

千ｍ³

42



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 13-3

所属名 廃棄物・リサイクル課

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
　バイオマス活用施設整備がメニューにある循環型社会形成推進交付金につ
いて最新情報を市町村・清掃関係一部事務組合に提供し、その活用を促した。 状況の変化等により必要性

が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

バイオマスの活用の
推進

－ 生ごみのリサイクルの推進（食品資源（事業系生ごみ、家庭系生ごみ））

94～96

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）　循環型社会形成推進交付金制度の最新情報を市町村・清掃関係一部事務

組合に提供しバイオマス活用に向けた施設整備を支援する。 横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9R4 R5 R6 R7

バイオマス利用率
（家庭系生ごみ）
（％）

79 79

%%

80 80 82

%
79%(R2実績)

% %



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果
B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果

○ D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】

○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要

C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 13-4

所属名 ぐんまブランド推進課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
　廃棄物・リサイクル課主催の「第８回食品ロス削減全国大会in群馬」におい
て、食品リサイクルに取り組む事業者の事例紹介等をパネルにして展示し、食
品廃棄物の再生利用を啓発した。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

バイオマスの活用の
推進

－ 食品リサイクルの推進（食品資源（動植物性残さ））

94～96

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）　令和７年度は食品リサイクルに係るリーフレット等を群馬県食品工業協会等

の関係事業者に配布し、食品リサイクルの周知を図る予定。
横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

バイオマス活用利用
率（食品資源（動植
物性残さ））

69 69 69 62

R4 R5 R6 R7
５年ごとの調査である「群馬県廃棄物
実態調査」を基に実績を出しており、現
時点で公表されている最新の調査年度
は令和５年度のため、令和５年度群馬
県廃棄物実態調査に基づき回答する。% ％ % %

85

%



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】
○ A

B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
○ ↗

→

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 14

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・各市町村に対し、災害廃棄物処理計画の策定に向けた進捗状況を確認し、
廃棄物処理施設の災害対策の状況を調査した上で県で作成した策定マニュア
ルモデル計画を活用して、できる限り計画策定に着手するよう促した。

・関東地方の都県市が構成員である「大規模災害時廃棄物対策関東地域ブ
ロック協議会」に参加し、広域的な支援体制の構築を図った。

・災害廃棄物処理計画未策定市町村を対象に、進捗状況を確認し情報提供等
の個別支援を行った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

災害廃棄物処理体
制の強化

広域的な災害廃棄
物処理体制の強化

市町村災害廃棄物処理計画策定への支援

97
広域的な応援・連携体制の強化

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・広域的な支援体制を維持するため、継続して「大規模災害時廃棄物対策関東

地域ブロック協議会」に参加する。

・災害廃棄物処理計画未作成の市町村を対象に、計画策定支援を実施する。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

平成27年７月の廃棄物処理
法改正を受け策定された市
町村の災害廃棄物処理計画
数

17 23 25 25

R4 R5 R6 R7

市町村 市町村 市町村 市町村

35

市町村



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 15

所属名 廃棄物・リサイクル課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・循環型社会形成推進交付金制度等の事務を通じ、施設整備を計画している
市町村に対し、耐震化や災害拠点化のために必要な情報提供を行った。
・群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープランに基づき広域化の協議中の市
町村に対し、情報提供を行った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

災害廃棄物処理体
制の強化

廃棄物処理施設の
強靱化の促進

市町村等による廃棄物処理施設の強靱化、防災拠点化等の取組への支援

97～98

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）市町村等の廃棄物処理施設施設整備が円滑に進むよう、引き続き、循環型社

会形成推進交付金制度等の事務及び各ブロックの広域化協議会等の場にお
ける情報提供により、支援を行う。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

発電を行っている焼却
施設数

4 4 4 5

R4 R5 R6 R7

施設 施設 施設 施設

－



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
○ ↗

→

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

R5 R6 R7

法に基づく一括回収
は、Ｒ５から可能に
なった。

目標年次（R12)R8 R9

30

市町村

1

プラスチック資源循環促進法
に基づくプラスチック使用製
品廃棄物の一括回収実施市
町村数 市町村 市町村 市町村 市町村

－ － 3 11

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 16

所属名 廃棄物・リサイクル課
自然環境課、河川課、林業振興課

状況の変化等により必要性
が増大している

発生抑制対策 プラスチックごみの
削減 グリーン購入・リユース食器の活用の推進（再掲） 尾瀬ごみ持ち帰り運動

再生プラスチック・代替プラスチックへの転換促進（再掲） 河川巡視・パトロールの実施
革新的な技術・ビジネスモデルの導入促進（再掲）

プラスチック代替素材の開発支援（再掲）

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・R５年度に創設した「ぐんまプラごみ削減店登録制度」の登録を事業者に働きかけ、登
録店が増加した。
・県主催の５つのイベントでリユース食器を導入した。
・県内事業者及び県立大泉高校との連携により、「ヨシストローで脱プラカフェ」と題し
て、プラスチック代替製品の「ヨシストロー」を広く紹介するイベントを開催した。
・「ぐんま環境フェスティバル」に出展し、県内で製造等されたプラスチック代替製品を紹
介した。
・県内の生分解性マルチフィルムの普及状況やプラスチック排出量削減に係る情報収
集を行った。
・市町村に対して新たな保管施設の整備や受入可能な民間保管施設等、プラスチック
の資源回収に係る助言・情報提供等を行った。
・尾瀬をモデルとして環境保全への意識啓発を進めるため「尾瀬ごみ
持ち帰り運動」を実施した。実施期間：令和５年度（通年）、実施場所：尾瀬全域
実施方法：ポスター、横断幕の設置ほか
・各土木事務所において河川巡視員が定期的に管内の巡視を行い、必要に応じてプラ
スチックごみの回収を行い、削減に努めた。

取組の柱 施策の項目 施策展開

従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している

通年 通年

目的を達成し、必要性は薄
れている

・県主催のイベント等でリユース食器の活用を積極的に推進し、普及啓発を図る。
・マイバッグやマイボトルの普及促進により、使い捨てプラスチックの削減を図る。
・プラスチック代替製品を紹介し、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチック
やバイオプラスチックの利用の促進を図る。
・プラスチックごみの削減に積極的に取り組む県内事業者について、取組の状況把握と
拡大支援を行っていく。
・農業用廃プラスチックの資源循環の推進を図るため、県内外の農業用廃資材処理業
者に関する情報の収集・周知や、県内農業生産に適した生分解性マルチフィルム利用
方法等の情報の収集・周知を行うことで、生分解性マルチフィルムの活用促進を行う。
・容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法に基づくプラスチックの一括回
収に取り組む市町村数及び資源回収量を増加させるため、市町村に対し必要な助言・
情報提供等を行うとともに、分別収集等の課題を調査し、今後の市町村に対する支援
方法等の検討を進める。
・前年度と同様、河川巡視員が定期的に巡視を行い、プラスチックごみの回収を行う。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12

計画該当ページ
ワンウェイプラスチックの削減促進（再掲） プラスチックごみ一括回収の促進（再掲）

（２）今後の展開方向（令和７年度～）

1 1

通年通年

1 1尾瀬ごみ持ち帰り運
動実施回数

全体として目標に向か って
いる（改善傾向）

通年

R4



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

32

1,329

店

1,258 1,298

回/年 回/年

店頭啓発活動

1人1日当たりごみ排
出量（ｇ/人・日）

990g（R2実績）

環境にやさしい買い
物スタイル協力店舗
数

1,334

店

回／年 回/年

0 0 39

R7

店 店

・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会の事業
食品ロスの削減を図るため啓発チラシ等を作製し、市役所前及び小売事業者の店頭に
おいて配布するとともに、県及び市町村等関係機関で配架した。
・環境情報サイトＥＣＯぐんま内の「５Ｒの推進」での情報発信
・「ぐんま５Ｒ宣言」の参加募集
平成２５年３月から県環境情報サイトＥＣＯぐんま内に「ぐんま３Ｒ宣言」のサイトを開設。
令和６年度から「ぐんま５Ｒ宣言」に刷新し、県民の５Ｒの取組を支援している。
・環境フォーラムの開催
群馬県環境アドバイザーとともに企画・運営して環境フォーラムを開催した。群馬県環境
アドバイザー各々がプレゼンテーション形式やポスター掲示形式により環境活動の事例
を発表するとともに、循環型社会に関する落語講演を行い、活発に意見交換するなど交
流を図った。
・資源を有効に活用し循環を基調とした社会を構築するために、環境への負荷が少ない
ものを意識して購入する、「グリーン購入」を推進し、需要面から環境物品等の市場拡
大を促進した。また、グリーン購入品目別購入ガイドラインを制定（改定）し、各部局にお
けるグリーン購入を促すとともに、県ホームページで県民に向けて周知を図った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・環境にやさしい買い物スタイル：引き続きマイバッグの普及啓発に加えて、プラスチック資源の

循環促進や食品ロスの削減に向けた取組を行う。さらに、消費者のリサイクルへの意識を高める
ため、小売事業者の店舗で行われている容器等の店頭回収の取組を引き続き応援することと
し、取組への協力が得られた店舗は、群馬県環境情報サイトECOぐんまで実施店舗名や回収品
目等の紹介を行う。
・「５Ｒの推進」のサイトの充実：生ごみの減量・食品ロスの削減等について内容を更に充実させ、
県民等に必要な情報を発信していく。
・「ぐんま５Ｒ宣言」の実施呼びかけ：様々なイベントや、HP等により宣言者を募集し、５Rの取組を
幅広く呼びかける。
・環境フォーラムの開催：様々な環境問題の解決を促進させるため群馬県環境アドバイザーによ
る活動事例発表や意見交換等を「環境フォーラム」として実施することで意識啓発や連携の強
化・活性化を図る。
・引き続きグリーン購入について職員への周知に努める。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

発生抑制対策 ５Ｒ（３Ｒ＋Refuse＋
Respect）の普及啓
発、県民運動等の推
進、リサイクルの推
進

環境にやさしい買い物スタイルの普及促進（再掲）

108～109
県民への啓発活動（ぐんま３Ｒ宣言等）の推進（再掲）
ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発（再掲）
紙・布類のリサイクル等の推進（再掲）
グリーン購入等、再商品化された品目の積極的な利用促進と市場の拡大の支援（再掲）

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 17

所属名
グリーンイノベーション推進課

環境政策課、廃棄物・リサイクル課

ｇ ｇ ｇ g 

968 966 933

目標なし

－

目標なし

－

805以下

(g/人・日)
1人1日当たりの家庭
系ごみの排出量（ｇ/
人・日）

647 640 612 404以下
669g（R2実績）

ｇ ｇ ｇ g (g/人・日)



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果
B ほぼ予定通りの効果

○ C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

13.9

％

13.8

ｇ g 

1人1日当たりごみ排
出量（ｇ/人・日）

990g（R2実績）

1人1日当たりの家庭
系ごみの排出量（ｇ/
人・日）

669g（R2実績）

一般廃棄物の再生
利用率

14.5

％

ｇ ｇ

968 966 933

R7

％ ％

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資源ごみについて、県民が利用し
やすい回収方法（宅配回収など）、回収ルートの開拓、新たな回収拠点の整備
及び既存の回収品目の拡大について、市町村に対し助言を行った。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・市町村によって取組に差が大きいことから、先進的な事例等の情報提供を引

き続き行い、各種施策導入に向けた支援を継続して行う。
・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資源ごみについて、県民が利用し
やすい回収方法、回収ルートの開拓等について、市町村に対し助言を行う。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

発生抑制対策 廃棄物の発生抑制、
資源循環の推進に向
けた市町村との連携

廃棄物の発生抑制等に関する施策の導入に向けた市町村への支援（再掲）

109～110
市町村が実施している事業との連携（再掲）
各種リサイクル法に定める全ての品目の分別回収の促進（再掲）

市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充（再掲）

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 18

所属名 廃棄物・リサイクル課

ｇ ｇ ｇ g 

647 640 612

27以上

805以下

(g/人・日)

404以下

(g/人・日)

プラスチック製容器包装廃棄
物（ペットボトルを除く）の分
別収集の実施市町村数

22 22 22 26 35

市町村 市町村 市町村 市町村 市町村



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 19

所属名 環境政策課

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

（１）これまでの実施状況（令和６年度）
・動く環境教室の推進
学校等における体験的な環境学習を支援するため、学校等の要望により5,373名に対し環境教
室を開催した。

・環境学習サポーターの育成
42名(うち新規5名)の環境学習サポーターに対し、「動く環境教室」の幅広い学習分野を習得する
ための座学や、学習の流れを踏まえた実験の仕方等、体験的な学習を行動へ結びつけるための
研修を行った。

・ぐんま環境学校（エコカレッジ）
講義やワークショップ、フィールドワーク等を通じて、地域における環境学習や環境活動を自ら主
体的に実践できる人材を養成することを目的としたぐんま環境学校（エコカレッジ）を実施し、受講
者55名中34名が所定の課程を修了した。

・群馬県環境アドバイザー登録及び支援
地域における環境保全活動の牽引役として活動する336名のボランティアの活動を支援した。

・こどもエコクラブへの支援
全国組織と連携し、県内登録クラブ164のメンバー1,279名の活動を支援し、こどもエコクラブ交流
会や学習会等を実施した。

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

環境学習 海岸漂着物問題に
取り組む人づくり

動く環境教室の推進

110～111
環境学習サポーターの育成
ぐんま環境学校（エコカレッジ）
群馬県環境アドバイザー登録及び支援
こどもエコクラブへの支援

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・動く環境教室の推進

学校等の開催要望の増加に対応しつつ、時代に即した環境問題を学び、体験できるようプログラ
ムの見直しを検討する。
・環境学習サポーターの育成
｢動く環境教室｣の開催要望の増加にあわせ、一般公募だけでなく群馬県環境アドバイザーやぐ
んま環境学校（エコカレッジ）の修了者の中から意欲ある者を勧誘し、新たな環境学習サポー
ターを育成する。
・ぐんま環境学校（エコカレッジ）
ワークショップ、フィールドワーク等を見直し、自ら主体的に環境学習や環境活動を実践できる人
材を養成する。
・群馬県環境アドバイザー登録及び支援
地域における環境保全活動の牽引役として活動する「群馬県環境アドバイザー」の登録者数を増
やし、脱炭素社会や生物多様性の実現に向けた環境活動を支援する。
・こどもエコクラブへの支援
全国組織や市町村と連携し、県内登録クラブの活動に対し支援をするほか、新たな「こどもエコク
ラブ」の登録を増やす。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3

動く環境教室受講者数
2,283 3,425 3,796 5,373

R4 R5 R6 R7

7,500

R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

目標年次はＲ７
人 人 人 人

人/年

環境アドバイザー登録
者数

306 360 375 336

目標年次はＲ７
人/年 人/年 人/年 人/年

人

300

30ぐんま環境学校(エコカ
レッジ)修了者数

15 8 10 34

目標年次はＲ１１
人/年 人/年 人/年 人/年

人/年

環境教育研修講座受
講者数

7 5 6 5

目標年次はＲ７
人/年 人/年 人/年 人/年

人/年

20



（１）関連施策について
評価
【施策の必要性】

A

○ B

C

D

【目標に対する貢献度】
A 予定を上回る効果

○ B ほぼ予定通りの効果
C 予定を下回る効果
D 現時点で判断できない

【成果・活動指標の傾向評価】
↗

○ →

↘

【施策の手法・効率性】
○ A 概ね妥当と考える

B 部分的見直しが必要
C 大幅な見直しが必要
D 廃止・休止の方向

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

1,329

店

1,258

回/年 回/年

全ての協力店へ取組状況を
確認したところ、閉店等が多
数あり

店頭啓発活動
市役所前11回、小売事業者
の店頭28回

1人1日当たりごみ排出量
（ｇ/人・日）

990g（R2実績）

環境にやさしい買い物ス
タイル協力店舗数

1,334

店

回／年 回/年

0 0 39

R7

店 店

・県内の河川水中のマイクロプラスチック調査を実施した。
　　マイクロプラスチック調査　   　：３地点　年2回
・流域連携によるマイクロプラスチック調査体験ツアーを開催した。
・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会の事業
プラスチック資源の循環促進を図るため啓発チラシ等を作製し、市役所前及び小売事業者の店
頭において配布するとともに、県及び市町村等関係機関で配架した。
・環境情報サイトＥＣＯぐんま内の「５Ｒの推進」での情報発信
・「ぐんま５Ｒ宣言」の参加募集
平成２５年３月から県環境情報サイトＥＣＯぐんま内に「ぐんま３Ｒ宣言」のサイトを開設。令和６年
度から「ぐんま５Ｒ宣言」に刷新し、県民の５Ｒの取組を支援している。
・環境フォーラムの開催
群馬県環境アドバイザーとともに企画・運営して環境フォーラムを開催した。群馬県環境アドバイ
ザー各々がプレゼンテーション形式やポスター掲示形式により環境活動の事例を発表し、活発に
意見交換するとともに交流を図った。
・尾瀬をモデルとして環境保全への意識啓発を進めるため「第５２回尾瀬ごみ
持ち帰り運動」を実施した。実施期間：令和５年度（通年）、実施場所：尾瀬全域
実施方法：ポスター、横断幕の設置ほか

状況の変化等により必要性
が増大している
従前どおりの必要性が求め
られている
状況の変化等により必要性
は後退している
目的を達成し、必要性は薄
れている

指標名
指標の推移 目標

特記事項
R3 R10 R11 R12 目標年次（R12)R8 R9

（２）今後の展開方向（令和７年度～） 全体として目標に向か って
いる（改善傾向）・河川水中のマイクロプラスチック調査を実施する。

・河川敷の散乱ごみ調査を実施する。
・流域連携によるマイクロプラスチック調査体験ツアーを開催する。
・環境にやさしい買い物スタイル：引き続きマイバッグの普及啓発に加えて、プラスチック資源の循環促進や食
品ロスの削減に向けた取組を行う。さらに、消費者のリサイクルへの意識を高めるため、小売事業者の店舗で
行われている容器等の店頭回収の取組を引き続き応援することとし、取組への協力が得られた店舗は、群馬
県環境情報サイトECOぐんまで実施店舗名や回収品目等の紹介を行う。
・「５Ｒの推進」のサイトの充実：生ごみの減量・食品ロスの削減等について内容を更に充実させ、県民等に必
要な情報を発信していく。
・「ぐんま５Ｒ宣言」の実施呼びかけ：様々なイベントや、HP等により宣言者を募集し、５Rの取組を幅広く呼び
かける。
・環境フォーラムの開催：様々な環境問題の解決を促進させるため群馬県環境アドバイザーによる活動事例
発表や意見交換等を「環境フォーラム」として実施することで意識啓発や連携の強化・活性化を図る。

横ばいの傾向

全体として厳しい 状況（悪化
傾向）

R4 R5 R6

普及啓発 海岸漂着物問題へ
の当事者意識の醸
成

マイクロプラスチック等の実態把握調査

111～112
環境にやさしい買い物スタイルの普及促進（再掲）
県民への啓発活動（ぐんま３Ｒ宣言等）の推進（再掲）
ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発（再掲）
尾瀬ごみ持ち帰り運動（再掲）

（１）これまでの実施状況（令和６年度）

取組の柱 施策の項目 施策展開 計画該当ページ

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画　進捗点検調査票（個票） 個票番号 20

所属名 環境保全課、環境政策課、
廃棄物・リサイクル課、自然環境課

ｇ ｇ ｇ ｇ

968 966 933

目標なし

－

目標なし

－
805以下

(g/人・日)

1人1日当たりの家庭系ご
みの排出量（ｇ/人・日）

647 640 612 404以下
669g（R2実績）

ｇ ｇ ｇ ｇ (g/人・日)

尾瀬ごみ持ち帰り運動実
施回数

1 1 1 1

通年 通年 通年 通年 通年


